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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成26年12月4日(2014.12.4)

【公開番号】特開2013-151720(P2013-151720A)
【公開日】平成25年8月8日(2013.8.8)
【年通号数】公開・登録公報2013-042
【出願番号】特願2012-12749(P2012-12749)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  16/455   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/31    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月17日(2014.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　そして、基板表面に第１原料ガスを供給し、この第１原料ガスを基板表面に化学吸着さ
せて第１原料ガスの原子の層を形成する。次に、基板表面のガス雰囲気を不活性ガスによ
り置換した後、基板表面に第２原料ガスを供給し、基板表面に吸着されている第１原料ガ
スと反応させ、第２原料ガスの原子の層を形成する。次に、基板表面のガス雰囲気を不活
性ガスにより更に置換した後、第１原料ガスを再度吸着し、上記同様、置換後に第２原料
ガスを再度供給する。この一連の操作を繰り返し、二種以上の原料ガスを交互に供給して
化学反応により所定の薄膜が成膜される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明によれば、噴射ノズルにより、ステージの一側に配置されて基板の一側から他側
に向けてかつこの基板上面に沿って所定のガスを供給すると共に、真空チャンバの圧力よ
り低い圧力となる排気チャンバに通じる排気口をステージの他側に設けて基板を通過した
ガスが積極的に排気口を介して排気チャンバに排気されるため、基板の成膜面全面に亘っ
て原料ガスを効果的に吸着させることができる。この場合、排気チャンバが真空チャンバ
の下方に設けられ、しかも、噴射ノズルを真空チャンバ内に配置して、この噴射ノズルに
所定のガスを供給するガス供給管を真空チャンバの下方から接続することができる構成と
したため、配管や排気管等の部品を真空チャンバの壁面から側方に延出させて設ける必要
がなく、装置の設置面積が大きくなることはなく、その上、クラスターツール用の成膜モ
ジュールとする場合でも特段の制約は受けない。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１４】
　図１を参照して、Ｍは、本実施形態の真空成膜装置である。真空成膜装置Ｍは、所定容
積の真空チャンバ１を備える。真空チャンバ１内の下壁内面には、この内面の面積より小
さい下隔壁１１が設けられている。下隔壁１１の周縁部には、上方に向かって突設させて
周側壁１２が一体に形成されている。下隔壁１１の周側壁１２の内側部分には、基板Ｗを
その成膜面側を上にして保持するステージ２が設けられている。ステージ２には抵抗加熱
式のヒータ２１が組み込まれて、成膜時に基板Ｗを所定温度に加熱できるようにしている
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第１及び第２の両噴射ノズル３１，３２は、各噴射口３１ｄが鉛直方向の同一平面内に
位置するようにノズル部３１ｂ，３２ｂを上下に重ねて配置される。この場合、下側に位
置する第１の噴射ノズル３１の各噴射口３１ｄが基板Ｗ上面と同一平面上に位置するよう
に設けられる。基部３１ａの真空チャンバ１の下面から突出した部分には、第１原料ガス
のガス源４３ａからの第１ガス供給管４ａと、第２原料ガスのガス源４３ｂからの第２ガ
ス供給管４ｂとが夫々接続されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　真空チャンバ１内の上部には、下隔壁１１に対向する上隔壁１３が設けられている。上
隔壁１３は、真空チャンバ１の上壁を貫通して設けた複数本の駆動軸８１に吊設され、そ
の内部には図示省略のヒータが内蔵されている。真空チャンバ１外にのびる駆動軸８１の
部分にはベローズ８２が外挿され、直動モータ等の駆動手段８３に接続されている。この
駆動手段８３により、上隔壁１３は、真空チャンバ１内の上側に退避して基板Ｗの搬送時
に十分な搬送空間が確保できる搬送位置と、この上壁部１３の周縁部が周側壁１２の上面
１２ａに密接して、噴射ノズル３１，３２および排気口７１を含むステージ２の周囲を囲
って真空チャンバ１の容積より小さい容積で真空チャンバ１から隔絶された成膜空間を画
成する成膜位置との間で上下動される。なお、基板Ｗをステージ２に搬出、搬入するため
、真空チャンバ１の側面にはゲートバルブＧＶが設けられると共に、ステージ２には、こ
のステージ２から基板Ｗを持ち上げる図示省略のリフトピンが設けられ、図外のロボット
ハンドを備えた搬送ロボットで基板Ｗが搬送できるようになっている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　次に、本実施形態の真空成膜装置Ｍによる基板Ｗへの成膜処理を説明する。図１に示す
状態で、真空成膜装置Ｍは、全ての開閉弁４２ａ～４２ｄが閉弁され、上隔壁１３が搬送
位置にある状態で真空ポンプ７４によりその内部が所定圧力まで真空排気されて待機状態
となっている。次に、図示省略の搬送ロボットにより基板Ｗがステージ２の直上まで搬送
され、リフトピンに受け渡された後、ステージ２上に載置される。この場合、静電チャッ
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ク等により吸着してもよい。基板Ｗがステージ２上に載置されると、駆動手段８３により
上隔壁１３を下動させ、成膜位置に移動する。このとき、バッファタンク４１ａ，４１ｂ
には、上流側の開閉弁４２ａ，４２ｃのみ開弁して第１原料ガスと第２原料ガスとが夫々
充填され、真空計Ｇの測定値が所定値に達すると、両開閉弁４２ａ，４２ｃが閉弁される
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　成膜を開始するとき、下流側の開閉弁４２ｂと、不活性ガス用の開閉弁５１ａ、５１ｂ
とを開弁し、バッファタンク４１ａ内の第１原料ガスと不活性ガスとを基板Ｗ表面に供給
し、この第１原料ガスを処理表面に化学吸着させて第１原料ガスの原子の層を形成する。
バッファタンク４１ａ内の第１原料ガスが基板Ｗ表面に供給されると、下流側の開閉弁４
２ｂのみを閉弁し、基板Ｗ表面のガス雰囲気を不活性ガスにより置換する。次に、基板Ｗ
表面のガス雰囲気を不活性ガスにより置換されると、下流側の開閉弁４２ｄを開弁し、バ
ッファタンク４１ｂ内の第２原料ガスと不活性ガスとを基板Ｗ表面に供給し、基板Ｗ表面
に吸着されている第１原料ガスと反応させ、第２原料ガスの原子の層を形成する。このと
き、バッファタンク４１ａには、上流側の開閉弁４２ａのみ開弁して第１原料ガスが充填
され、真空計Ｇの測定値が所定値に達すると、開閉弁４２ａが閉弁される。この一連の操
作を繰り返し、二種以上の原料ガスを交互に供給して化学反応により酸化アルミニウムが
成膜される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　Ｍ…真空成膜装置、１…真空チャンバ、２…ステージ、３…ガス供給手段、３１，３２
…噴射ノズル、７…排気手段、７１…排気口、７３…排気チャンバ、７４…真空ポンプ。
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